
協議事項１ 協議事項２

№ 所　属　団　体 職　名 氏　名 事業評価について 規約改正について

1 群馬県 県土整備部技監  宮前　勝美 ○ ○ -

2 前橋市 副市長 大野　誠司 ○ ○ -

3 高崎市 副市長 齋藤　達也 ○ ○ -

4 太田市 副市長 木村　正一 ○ ○ -

5 沼田市 副市長 川田　正樹 ○ ○ -

6 中之条町 副町長 篠原　良春 ○ ○ -

7 東日本旅客鉄道㈱ 高崎支社長 南沢　千春 ○ ○ -

8 東武鉄道㈱ 経営企画本部 部長 浜田　晋一 ○ ○ -

9 上信電鉄㈱ 取締役社長 木内　幸一 ○ ○ -

10 上毛電気鉄道㈱ 取締役社長 橋本　隆 ○ ○ -

11 わたらせ渓谷鐵道㈱ 代表取締役 品川　知一 ○ ○ -

12 (一社)群馬県バス協会 会長 佐藤　俊也 ○ ○

特にございません。
なお、県内各地域において運行している当協会所
属のバス事業者から意見等が提出されました際に
は、それらについて各地域の実情を十分考慮して
お取計らいくださるよう、よろしくお願い致しま
す。

13 関越交通㈱ 代表取締役社長 佐藤　俊也 ○ ○ -

14 ㈱群馬バス 代表取締役社長 御園生　知之 ○ ○ -

15 群馬中央バス㈱ 代表取締役社長 岩崎　賢一 ○ ○ -

16 永井運輸㈱ 取締役社長 穴沢　修 ○ ○ -

17 日本中央バス㈱ 代表取締役 戸塚　博惠 ○ ○ -

18 ㈱上信観光バス 代表取締役社長 木内　幸一 ○ ○ -

19 (一社)群馬県タクシー協会 会長 清水　憲明 ○ ○ -

20
国土交通省関東地方整備局
高崎河川国道事務所

所長 青木　崇光 ○ ○ -

21 群馬県県土整備部道路管理課 課長 佐々木　実 ○ ○ -

22 群馬県警察本部 交通部長 荒船　和男 ○ ○ -

23 群馬県区長自治会長連合会 会長 茂木　新司 ○ ○ -

24 （一財）群馬県老人クラブ連合会 理事長 大貫　森次 ○ ○ -

25 早稲田大学 教授 森本　章倫 ○ ○ -

26 前橋工科大学 教授 森田　哲夫 ○ ○ -

27 群馬工業高等専門学校 准教授 鈴木　一史 ○ ○ -

28 地域公共交通マイスター 佐羽　宏之 ○ ○

資料等に「生活スタイルに合っていない公共交
通」という表記がありますが、それならば公共交
通を生活スタイルに合わせればよいでしょうとい
う理屈になります。しかし、それは公共交通では
なく個人交通に全面的に移行することを意味しま
すが、それでは環境面、資源面にも無理があり、
持続可能な仕組みとはならないことは明白です。
表記については、「現在の交通要望を満たしきれ
ていない公共交通」等として、将来的に個人交通
への過度な依存から公共交通への移行を目指すよ
うな価値観の転換による行動変容を求めるのでな
ければ、持続可能な社会づくりにつながらないと
考えます。個人交通のために使われている当たり
前と考えられてて認識されていない膨大な付加価
値流出を圧縮していかなければ、真に幸福な社会
は訪れないと考えます。

29
国土交通省関東地方整備局
建政部都市整備課

課長 今　佐和子 ○ ○ -

30 国土交通省関東運輸局交通企画課 課長 松木　拓 ○ ○ -

31 国土交通省関東運輸局群馬運輸支局 支局長 鷲巣　雄一 ○ ○ -

32 （公財）群馬県観光物産国際協会 理事長 市川　捷次 ○ ○ -

33 （福）群馬県社会福祉協議会 会長 川原　武男 ○ ○ -

34 （一社）群馬県商工会議所連合会 会長 金子　昌彦 ○ ○ -

35 群馬県商工会連合会 会長 石川　修司 ○ ○ -

36
群馬県健康福祉部
健康福祉課地域福祉推進室

室長 都丸　要 ○ ○ -

37
群馬県産業経済部
地域企業支援課

課長 板野　浩二 ○ ○ -

38
群馬県産業経済部戦略セールス局
観光魅力創出課

課長 藤田　一幸 ○ ○ -

39
群馬県県土整備部
建設企画課

課長 後藤　剛 ○ ○ -

40
群馬県県土整備部
都市計画課

課長 剣持　康彦 ○ ○ -

41
群馬県教育委員会
義務教育課

課長 春田　晋 ○ ○ -

42
群馬県教育委員会
高校教育課

課長 天野　正明 ○ ○ -

承認　計 42 42

不承認　計 0 0

棄権　計 0 0
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